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○
財
務
省
告
示
第
八
十
一
号

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八
条
の
二
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政

令
第
六
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
恵
受
益
国
等
及
び
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
特
別
特
恵
受
益
国
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
恵
関
税
の
便
益
を
与
え
な

い
物
品
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

一

関
税
暫
定
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
恵
受
益
国
等
は
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ

ャ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
イ
エ
メ
ン

、
イ
ラ
ク
、
イ
ラ
ン
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ

ジ
プ
ト
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
エ
リ
ト
リ
ア
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
ガ
ー
ナ
、
カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ
、
ガ
イ
ア
ナ
、
カ
ザ
フ
ス
タ

ン
、
ガ
ボ
ン
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
ガ
ン
ビ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ギ
ニ
ア
、
ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、
キ
ュ
ー
バ
、
キ
リ
バ
ス
、
キ
ル

ギ
ス
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
グ
レ
ナ
ダ
、
ケ
ニ
ア
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
コ
ソ
ボ
、
コ
モ
ロ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
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、
コ
ン
ゴ
共
和
国
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
サ
モ
ア
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
ザ
ン
ビ
ア
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ジ
ブ

チ
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
シ
リ
ア
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
、
ス
ー
ダ
ン
、
ス
リ
ナ
ム
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド

、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
及
び
そ
の
附
属
諸
島
地
域
、
セ
ン
ト

ル
シ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
ソ
ロ
モ
ン
、
タ
イ
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
チ
ャ
ド
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
中
華
人
民
共

和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。
）
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ツ
バ
ル
、
ト
ー
ゴ
、
ト
ケ
ラ
ウ
諸
島
地
域
、
ド
ミ
ニ

カ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ト
ル
コ
、
ト
ン
ガ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
ニ
ウ
エ
、
ニ
カ
ラ

グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ネ
パ
ー
ル
、
ハ
イ
チ
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ナ
マ
、
バ
ヌ
ア
ツ
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
パ
ラ
オ

、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ブ
ー
タ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
キ

ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、
米
領
サ
モ
ア
地
域
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ベ
ナ
ン
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ベ
リ
ー
ズ
、
ペ
ル

ー
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ボ
ツ
ワ
ナ
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
共
和
国
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
ラ
ウ
イ
、
マ
リ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
モ
ル
ド
バ
、
モ
ロ
ッ

コ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ン
ト
セ
ラ
ト
地
域
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
及
び
ガ
ザ
地
域
、
ラ
オ
ス
、
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リ
ビ
ア
、
リ
ベ
リ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
レ
ソ
ト
並
び
に
レ
バ
ノ
ン
と
す
る
。

二

法
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
恵
関
税
の
便
益
を
与
え
な
い
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
恵
受
益
国
等
、
物
品
及
び
当
該
物
品
に
当
該
便
益
を
与
え
な
い
期
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

項
名

特
恵
受
益
国
等

物

品

期

間

一

㈠

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

一
○
○
七
・
九
○

○
九
○

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

｜

㈡

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地

○
六
○
四
・
二
○

○
○
○

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

｜

域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。

一
二
一
一
・
九
○

七
九
○

｜

）

一
四
○
四
・
九
○

四
九
九

｜

一
五
○
五
・
○
○

一
○
○

｜

二
○
○
一
・
九
○

一
四
○

｜

二
○
○
一
・
九
○

二
九
○

｜

二
三
○
九
・
一
○

○
九
九

｜

二
九
・
一
九
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二
九
・
二
五

四
四
・
一
四

四
四
・
一
五

五
三
・
○
九

六
一
・
一
六

九
六
・
一
六

二

㈠

タ
イ

三
五
・
○
五

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

㈡

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地

○
七
○
六
・
九
○

○
一
○

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

｜

域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。

○
七
○
九
・
五
九

○
一
一

｜

）

○
七
一
二
・
九
○

○
一
○

｜

○
九
一
○
・
一
一

二
九
一

｜

○
九
一
○
・
一
一

二
九
九

｜

一
二
一
二
・
九
九

九
九
○

｜
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一
六
○
四
・
一
五

○
○
○

｜

一
六
○
四
・
一
七

○
○
○

｜

一
六
○
四
・
一
八

○
○
○

｜

一
六
○
四
・
一
九

○
九
○

｜

一
六
○
四
・
三
二

○
九
○

｜

一
六
○
五
・
一
○

○
二
九

｜

一
六
○
五
・
五
五

九
九
○

｜

一
六
○
五
・
五
六

九
九
○

｜

一
六
○
五
・
五
九

一
九
○

｜

二
○
○
一
・
九
○

二
五
○

｜

二
二
○
六
・
○
○

二
二
九

｜

二
七
・
○
一

二
七
・
○
四
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二
八
・
○
九

二
八
・
二
五

二
八
・
二
七

二
八
・
三
四

二
八
・
三
五

二
八
・
三
九

二
八
・
四
九

二
九
・
二
三

二
九
・
三
八

三
六
・
○
四

三
八
・
○
一

三
八
・
○
二

三
八
・
○
六
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三
八
・
一
四

三
八
・
一
六

三
九
・
二
三

三
九
・
二
四

三
九
・
二
六

四
○
・
一
○

四
四
・
一
二

四
四
・
一
九

四
四
・
二
○

四
四
・
二
一

四
六
・
○
一

四
六
・
○
二

五
一
・
○
七
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五
三
・
○
六

五
六
・
○
七

五
六
・
○
九

五
七
・
○
二

五
七
・
○
三

五
七
・
○
五

五
八
・
○
六

五
九
・
○
三

六
二
・
一
三

六
二
・
一
五

六
二
・
一
六

六
二
・
一
七

六
三
・
○
一



- 9 -

六
三
・
○
二

六
三
・
○
三

六
三
・
○
四

六
三
・
○
五

六
三
・
○
六

六
三
・
○
七

六
五
・
○
五

六
五
・
○
六

六
六
・
○
一

六
七
・
○
二

六
九
・
○
二

六
九
・
○
七

六
九
・
一
一
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六
九
・
一
二

七
四
・
○
六

七
四
・
一
一

七
六
・
○
七

七
六
・
一
○

七
九
・
○
七

八
一
・
○
四

八
一
・
一
一

八
二
・
一
一

八
二
・
一
三

八
三
・
○
一

八
三
・
○
二

八
三
・
○
四
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八
三
・
○
六

八
五
・
四
五

九
○
・
○
三

九
四
・
○
四

九
五
・
○
五

九
五
・
○
七

九
六
・
○
三

九
六
・
○
八

九
六
・
一
五

九
六
・
一
七

三

㈠

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地

一
二
一
二
・
二
一

三
一
○

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

｜

域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。

一
六
○
四
・
一
一

○
一
○

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

｜

）

一
六
○
四
・
二
○

○
二
○

｜
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一
六
○
五
・
五
九

九
九
九

｜

一
九
○
五
・
九
○

三
一
九

｜

一
九
○
五
・
九
○

三
二
九

｜

二
○
○
六
・
○
○

○
二
九

｜

二
五
・
二
三

二
八
・
○
三

二
八
・
一
一

二
八
・
一
六

二
八
・
一
八

二
八
・
四
一

二
九
・
○
三

二
九
・
○
四

二
九
・
○
六
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二
九
・
○
七

二
九
・
○
九

二
九
・
一
四

二
九
・
一
五

二
九
・
一
六

二
九
・
一
七

二
九
・
一
八

二
九
・
二
二

二
九
・
二
四

二
九
・
二
六

二
九
・
二
七

二
九
・
二
八

二
九
・
三
○
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二
九
・
三
二

二
九
・
四
○

三
二
・
○
四

三
三
・
○
七

三
五
・
○
四

三
五
・
○
六

三
六
・
○
一

三
八
・
二
四

三
九
・
○
四

三
九
・
○
七

三
九
・
○
九

三
九
・
一
六

三
九
・
一
八
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三
九
・
一
九

三
九
・
二
一

三
九
・
二
二

三
九
・
二
五

四
四
・
○
八

四
四
・
一
七

五
一
・
一
二

五
四
・
○
三

五
四
・
○
四

五
四
・
○
七

五
五
・
一
二

五
五
・
一
三

五
五
・
一
五
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五
六
・
○
二

五
六
・
○
三

五
六
・
○
八

五
七
・
○
四

五
九
・
○
二

五
九
・
○
六

五
九
・
一
一

六
○
・
○
五

六
○
・
○
六

六
二
・
一
四

六
五
・
○
七

六
八
・
○
四

六
八
・
○
五
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六
九
・
○
三

七
○
・
一
三

七
一
・
一
六

七
一
・
一
七

七
三
・
○
九

七
三
・
一
○

七
三
・
一
一

七
三
・
一
八

七
三
・
二
○

七
四
・
○
七

七
六
・
○
八

七
六
・
一
六

八
一
・
○
三
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八
二
・
一
四

八
三
・
○
八

九
五
・
○
六

九
六
・
○
六

㈡

ブ
ラ
ジ
ル

一
五
一
五
・
九
○

四
一
○

｜

二
一
○
一
・
一
一

二
九
○

｜

四

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及

○
五
一
一
・
九
一

二
○
○

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

｜

び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。
）

二
○
○
五
・
九
九

九
一
九

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

｜

二
八
・
一
九

二
八
・
二
三

二
八
・
二
六

二
九
・
二
○

四
○
・
○
九
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五
一
・
○
六

五
八
・
○
二

六
五
・
○
四

六
九
・
一
三

七
○
・
○
七

八
二
・
一
五

九
○
・
○
四

九
四
・
○
五

注１

こ
の
表
の
第
三
欄
に
お
い
て
「
物
品
」
と
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
九
桁
の
統
計
番
号
（
輸
出
統
計
品
目
表
及
び
輸
入
統

計
品
目
表
を
定
め
る
等
の
件
（
昭
和
六
十
二
年
大
蔵
省
告
示
第
九
十
四
号
）
で
定
め
る
輸
入
統
計
品
目
表
の
各
統
計
番

号
を
い
う
。
）
又
は
四
桁
の
項
番
号
（
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
別
表
の
各
項
の
番
号
を
い

う
。
）
に
該
当
す
る
物
品
と
す
る
。
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２

関
税
定
率
法
別
表
第
二
十
五
類
か
ら
第
七
十
六
類
ま
で
又
は
第
七
十
八
類
か
ら
第
九
十
七
類
ま
で
に
該
当
す
る
物
品

に
あ
っ
て
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
税
率
の
適
用
を
受
け
る
も
の

に
限
り
、
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
税
率
が
無
税
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。

三

法
第
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
特
恵
受
益
国
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
イ
エ
メ
ン
、
ウ
ガ
ン
ダ

、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
エ
リ
ト
リ
ア
、
ガ
ン
ビ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ギ
ニ
ア
、
ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、
キ
リ
バ
ス
、
コ
モ
ロ
、
コ
ン

ゴ
民
主
共
和
国
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
ザ
ン
ビ
ア
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ジ
ブ
チ
、
ス
ー
ダ
ン
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
セ

ネ
ガ
ル
、
ソ
マ
リ
ア
、
ソ
ロ
モ
ン
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
チ
ャ
ド
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
ツ
バ
ル
、
ト
ー
ゴ
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ネ

パ
ー
ル
、
ハ
イ
チ
、
バ
ヌ
ア
ツ
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
ブ
ー
タ
ン
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、

ベ
ナ
ン
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
ラ
ウ
イ
、
マ
リ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ラ
オ
ス
、
リ
ベ
リ

ア
、
ル
ワ
ン
ダ
及
び
レ
ソ
ト
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
及
び
高
所
得
国
に
係
る
特
恵
適
用
除
外
措
置
の
適
用
基
準
の
廃
止
）

２

国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
及
び
高
所
得
国
に
係
る
特
恵
適
用
除
外
措
置
の
適
用
基
準
（
平
成
十
九
年
財
務
省
告

示
第
百
三
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


